
 
 
 
 
 
 

【第 一 章】 

 

自 殺 の 危 機 経 路  

 

 

人は、なぜ自殺するのか 

どうやって 

自殺へと追い込まれていくのか 
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３０５人が遺した軌跡 

～「自殺実態１０００人調査」より～ 
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学生
 25

(8.2%)
無職

（就労経験なし）

 34
(11.2%)

無職
（就労経験あり）

 47
(15.4%)

不明
 5

(1.6%)
公務員

 17
(5.6%）

自営
 52

(17.１%)
非正規雇用

 24
(7.9%)

正規雇用
 101

(33.１%)

 

「自殺実態１０００人調査」とは 

 

調査の正式名称 「１０００人の声なき声」に耳を傾ける調査 

目的 ◆自殺に至るまでのプロセスを明らかにすることで、具体的かつ実践的な自殺対

策の立案・実施につなげること 

 ◆死から学ぶことで、同じような形で自殺に追い込まれていく人を一人でも減ら

すこと 

概要 実施機関 ＮＰＯ法人ライフリンク、東京大学経済学部ＳＯＳ（Studies on 

Suicide）プロジェクト 

調査期間 2007 年 7 月～2008 年 6 月（継続中） 

参加者  305 名（遺族が語った「亡くなられた方」の人数） 

調査者  ライフリンク専従スタッフ及び自死遺族支援に関わってきた各地の

スタッフ（本調査についての研修をうけた者のみ） 

 調査方法 面接による聞き取り調査（平均聞き取り時間：2時間 30 分） 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

亡くなってからの経過年数 人数 割合 

1 年未満 35 人 11.4% 

1 年以上 3年未満 87 人 28.5% 

3 年以上 5年未満 43 人 14.1% 

5 年以上 10 年未満 54 人 17.7% 

10 年以上 86 人 28.2% 

計 305 人 100% 

故人の属性 

亡くなってからの平均経過年数   8 年 10 ヶ月 

年齢グループ 自営・社員区分 

８０代
 3

(1.0%)

７０代
 4

(1.3%)
６０代

26
(8.5%)

５０代
 63

(20.7%)

４０代
79

(25.9%)

３０代
 61

(20.0%)

２０代
 52

(17.0%)

１０代
 17

(5.6%)
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調査項目 【選択項目 235＋自由記述欄 253 項目 合計 488】 

◆亡くなられた方について 

 性別／生年月日／同居人の有無／家族構成／性格／仕事の有無と内容／資産

と債務の状況／自殺に関わる給与・資産の低下の有無と内容／生命保険加入の

有無と生命保険による経済問題の緩和／被虐待の有無／引越経験／自殺未遂

の経験／親族の自殺で亡くなった方の有無 

◆亡くなる前 2週間の状態について 

 言動・体調・睡眠・食欲・身辺整理・飲酒・喫煙の変化／自殺に関わる情報へ

の関心／故人はサインを発していたと思うか 

◆援助希求について 

 相談先（精神科・心療内科／その他の医療機関／法律専門家／公的相談機関／

民間相談機関／いのちの電話／職場／知人・友人／家族／その他） 

  相談の時期（最初・最後）／相談内容／経過／相談の効果／他機関紹介の有無 

◆亡くなられた時のことについて 

 亡くなった日時／発見者／手段／遺書の有無と内容／亡くなった方が追い込

まれていった経過がわかるようなエピソードについて 

特徴 ① 自殺の実態を解明するために質問票は対策の立案を前提とした設計 

◆235 の設問＋多様な自由記述欄を含む詳細な質問票 

⇒自殺の実態を「点」としてだけでなく、点と点とを結んだ「プロセス」と

して明らかに 

◆自殺対策の現場に関わる様々な専門家が質問票作りに参加 

⇒速やかに自殺対策へとつながる形で「プロセス」を明らかに 

◆自殺の「傾向」を示す警察の自殺者統計と自殺の「具体的プロセス」を明ら

かにする本調査による相乗効果 

⇒重ね合わせて分析することにより、自殺の実態を極めて立体的に浮き彫り

 ② 様々な立場の関係者が、密接に協力し合いながら主体的に創り上げていく調

査 

◆調査への「協力者」と位置づけられがちな自死遺族も、本調査においては

「参加者」 

⇒遺族は自殺対策の立案・実施に向けて共に歩んでいく「仲間」 

◆質問票作りに関わる専門家、調査や分析を行うメンバー、資金を提供する

財団＝全て「参加者」 

⇒誰かが誰かに協力して行う調査なのではなく、みんながみんなで暮らす社

会を「生き心地の良い場所」にするために行う調査 

◆同時代に生きる様々な立場の人たちによる「横のつながり」を通して、過

去を生きた人たち（自殺で亡くなった人たち）との「縦のつながり」を回

復させ、将来へとつなげていくための調査 
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「自殺実態 1000 人調査」から見えてきた８つのこと 

 

 

 

 

 

 

① 自殺の背景には様々な「危機要因」が潜んでいる（計 68 項目） 

② 自殺時に抱えていた「危機要因」数は一人あたり平均 4つ 

③ 「危機要因」全体のおよそ 7割が上位 10 要因に集中 

④ 自殺の 10 大要因が連鎖しながら「自殺の危機経路」を形成 

⑤ 危機連鎖度が最も高いのが「うつ病→自殺」の経路 

⑥ 10 大要因の中で自殺の「危機複合度」が最も高いのも「うつ病」 

⑦ 「危機の進行度」には 3つの段階がある ～危機複合度を基準にして～ 

⑧ 危機要因それぞれに「個別の危険性」がある 
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① 自殺の背景には様々な「危機要因」が潜んでいる（計 68 項目） 

警察庁が「自殺の概要資料」をまとめる際に使用している 52 の要因を参考にして、56 の「危機要

因」を選定した。「その他」の項目に該当したものを含めると、305 人の自殺の背景には 68 項目の危

機要因が確認された。 

 

 

「自殺の危機要因（68 項目）」一覧 

警察庁の「自殺の概要資料」で使用されている 52 要因をベースに作成 

Ⅰ）家庭問題（12）  

1 家族の不和（親子間）、2家族の不和（夫婦間）、3家族の不和（その他）、4家族の死亡（自殺）、5家族の死亡（そ

の他）、6 家族の将来悲観、7 離婚の悩み、8 被虐待（過去）、9 被虐待（当時）、10 ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ）、11 子育ての悩み、12 介護・看病疲れ 

Ⅱ）健康問題（6） 

13 身体疾患（腰痛）、14 身体疾患（その他）、15 精神疾患（うつ病）、16 精神疾患（その他）、17 アルコール問題、

18 病苦 

Ⅲ）経済・生活問題（10） 

19 倒産、20 事業不振、21 失業、22 就職失敗、23 生活苦、24 負債（多重債務）、25 負債（連帯保証債務）、 

26 負債（住宅ローン）、27 負債（その他）、28 借金の取り立て苦 

Ⅳ）勤務問題（10） 

29 仕事の失敗、30 職場の人間関係、31 職場環境の変化（配置転換）、32 職場環境の変化（昇進）、33 職場環境の変

化（降格）、34 職場環境の変化（転職）、35 休職、36 過労、37 職場のいじめ、38 仕事の悩み 

Ⅴ）男女問題（3） 

39 結婚をめぐる悩み、40 失恋、41 不倫の悩み 

Ⅵ）学校問題（9） 

42 進路に関する悩み（入試）、43 進路に関する悩み（その他）、44 学業不振、45 いじめ（過去）、46 いじめ（当時）、

47 学内の人間関係（教師と）、48 学内の人間関係（他生徒と）、49 ひきこもり、50 不登校 

Ⅶ）その他（7＋12） 

51 犯罪発覚、52 犯罪被害、53 後追い、54 心中、55 近隣関係、56 将来生活への不安、57 その他（医師からの告知、

被災、更年期障害、えん罪、若年性認知症、身体奇形の悩み、ギャンブル依存など）、58 不明 

 

 

 

② 自殺時に抱えていた「危機要因」数は一人あたり平均 4つ 

305人中、要因が不明の16人を除く289人が抱えていた危機要因をすべて足すと、1168になった。

自殺で亡くなるとき、一人が抱えていた危機要因数は平均で 4.0 となり、自殺に至る理由が決して

単純ではないことがデータ的に裏付けられたことになる。 

危機要因の認定については、遺族からの聞き取り調査の結果を基にして、自殺実態解析プロジェ

クトチームのメンバーが行った。亡くなる直前に抱えていた危機要因だけでなく、そうしたものと

因果関係が認められる要因については、危機要因と認定した。 

また過労やうつ病などの、ある種の判断が求められる要因については、プロジェクトチームのメ

ンバーでもある専門家（弁護士や精神科医）が判定にあたった。 
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中には、一人で 10 の危機要因を抱えていた人や（内訳：過労→休職→配置転換→職場の人間関係

→失業→やむを得ず起業→事業不振→負債→夫婦間の不和→うつ病）、9つという人も複数いた。 

 

自殺時に抱えていた「危機要因」数の一人あたり平均 

 

延べ「危機要因」数(1168) ÷ 人数(289) 

一人あたりの平均「危機要因」数 ＝ 4.0 

 

（延べ 1168 の危機要因数の内訳：項目順） 

家族の不和（親子間）48、家族の不和（夫婦間）51、家族の不和（その他）6、家族の死亡（自殺）13、 家族の死

亡（その他）17、家族の将来悲観 2、離婚の悩み 29、被虐待（過去）9、被虐待（当時）1、ドメスティック・バイ

オレンス 10、子育ての悩み 20、介護・看病疲れ 18、身体疾患（腰痛）14、身体疾患（その他）58、精神疾患（う

つ病）139、精神疾患（その他）38、アルコール問題 15、病苦 10、倒産 9、事業不振 37、失業 34、就職失敗 14、

生活苦 42、負債（多重債務）55、負債（連帯保証債務）26、負債（住宅ローン）3、負債（その他）23、借金の取

り立て苦 15、仕事の失敗 24、職場の人間関係 50、職場環境の変化（配置転換）27、職場環境の変化（昇進）9、職

場環境の変化（降格）5、職場環境の変化（転職）13、休職 10、過労 42、職場のいじめ 10、仕事の悩み 21、結婚

をめぐる悩み 1、失恋 11、不倫の悩み 6、進路に関する悩み（入試）3、進路に関する悩み（その他）15、学業不振

4、いじめ（過去）5、いじめ（当時）4、 学内の人間関係（教師と）10、学内の人間関係（他生徒）6、ひきこもり

13、不登校 3、犯罪発覚 1、犯罪被害 2、後追い 1、心中 7、近隣関係 7、 将来生活への不安 27、その他 75 

 

 

 

③ 「危機要因」全体のおよそ 7割が上位 10 要因に集中 

延べ 1168 の「危機要因」の内、771 が以下の 10 要因に集中していた。 

①うつ病、②家族の不和（親子間＋夫婦間＋その他＋離婚の悩み）、③負債（多重債務＋連帯保証債務

＋住宅ローン＋その他）、④身体疾患（腰痛＋その他）、⑤生活苦（＋将来生活への不安）、⑥職場の人

間関係（＋職場のいじめ）、⑦職場環境の変化（配置転換＋昇進＋降格＋転職）、⑧失業（＋就職失

敗）、⑨事業不振（＋倒産）、⑩過労   以上 10 の要因を、「自殺の 10 大危機要因」とする。 

 

 

 

④ 自殺の 10 大要因が連鎖しながら「自殺の危機経路」を形成 

ほとんどの場合、自殺の危機要因は、それ単独で自殺の要因となっているわけではない。ひとつ

しか要因を抱えていなかったと思われる人は 11 人のみで、その他 96％の人（278 人）が複数の要因

を抱えていた。 

今回の調査結果で明らかとなったのは、そうした危機要因が互いに連鎖しあいながら、「自殺の危

機経路」を形作っているということである。「自殺の危機経路」とは、事態がそのまま進行していく

と自殺に至る可能性の高い経路（プロセス）のこと。実際の「危機経路」を、職業別にいくつか見

てみよう。 
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自殺の危機経路（「→」は連鎖を、「＋」は問題が新たに加わってきたことを示す） 

【被雇用者】 

① 配置転換→過労＋職場の人間関係→うつ病→自殺 

② 昇進→過労→仕事の失敗→職場の人間関係→自殺 

③ 職場のいじめ→うつ病→自殺 

 

【自営者】 

① 事業不振→生活苦→多重債務→うつ病→自殺 

② 介護疲れ→事業不振→過労→身体疾患＋うつ病→自殺 

③ 失業→再就職失敗→やむを得ず自ら起業→事業不振→多重債務→生活苦→自殺 

 

【無職者（就業経験あり）】 

① 身体疾患→休職→失業→生活苦→多重債務→うつ病→自殺 

② 連帯保証債務→倒産→離婚の悩み＋将来生活への不安→自殺 

③ 犯罪被害（性的暴行）→精神疾患→失業＋失恋→自殺 

 

【無職者（就業経験なし）】 

① 子育ての悩み→夫婦間の不和→うつ病→自殺 

② ＤＶ→うつ病＋離婚の悩み→生活苦→多重債務→自殺 

③ 身体疾患＋家族の死→将来生活への不安→自殺 

 

【学生】 

① いじめ→学業不振＋学内の人間関係（教師と）→進路の悩み→自殺 

② 親子間の不和→ひきこもり→うつ病→将来生活への不安→自殺 

 

 

 

⑤ 危機連鎖度が最も高いのが「うつ病→自殺」の経路 

「危機連鎖度」とは、ひとつの危機要因から他の危機要因に連鎖する強度のこと。例えば、「事業

不振→負債」への連鎖が 29 回起きているとすれば 29。同様に、「過労→うつ」への連鎖が 24 回起き

ているとすれば 24 となる。 

自殺の 10 大危機要因においては、自殺へのものも含めると経路があわせて 77 通りあり、すべて

の中で最も危機連鎖度が高かったのが「うつ→自殺（119 回）」であった。単純に考えれば、自殺対

策においては、その経路を絶つことが最も効果的だということになる。 

 

 

⑥ 10 大要因の中で、自殺の「危機複合度」が最も高いのも「うつ病」 

自殺に至る危機連鎖度が最も高いからといって、「うつ病」への対策が自殺を防ぐ上で最も効果的

かと言えば、実はそう単純ではない。多くの場合、うつ病は自殺の「原因」であると同時に、他の

危機要因が連鎖した末の「結果」でもあるため、治療が必ずしも容易でないことが多いのである。 
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下記の図表）「危機複合度」を見て欲しい。危機複合度とは、それぞれの危機要因が含有している

危機要因の数のことだ。問題の出発点となっている時、その要因の複合度は 1 となる。また新たに

連鎖が生じていくごとに、複合度は 2、3と増していく。つまり、平均の危機複合度が 1に近い要因

ほど、問題の出発点に近いということになる。 

一方で、自殺の危機複合度は、5.0 であった（289 人の平均）。単純化すれば、4つの危機要因が連

鎖した末に、人は自殺に追い込まれているという計算になる。  

図表にある通り、うつ病の危機複合度は 3．9と、自殺の一歩手前に位置していることが分かった。

見方を変えれば、平均して 3 つの危機要因が連鎖した時、うつ病が引き起こされている。うつ病の

背景には、平均すると 3つの危機要因が潜んでいるということになるわけだ。 

 

図表）危機複合度 

10 大危機要因 細目 危機複合度 

事業不振 1.5 
事業不振 

倒産 2.6 
1.7 

昇進 1.0 

配置転換 1.8 

転職 2.1 
職場環境の変化 

降格 2.8 

1.8 

過労 過労 1.9 1.9 

その他 2.2 
身体疾患 

腰痛 2.4 
2.2 

職場のいじめ 2.4 
職場の人間関係 

職場の人間関係 2.6 
2.5 

失業 2.5 
失業 

就職失敗 3.5 
2.8 

住宅ローン 1.0 

連帯保証債務 2.5 

その他 2.6 
負債 

多重債務 3.3 

2.9 

親子間 2.9 

離婚の悩み 3.0 

その他 3.0 
家族の不和 

夫婦間 3.1 

3.0 

生活苦 3.5 
生活苦 

将来生活への不安 3.9 
3.6 

うつ病 うつ病 3.9 3.9 

自殺 5.0  
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⑦「危機の進行度」には 3つの段階がある ～危機複合度を基準にして～ 

プロジェクトチームでは、自殺の「危機複合度」によって、自殺に追い込まれる危機の進行段階

を 3つに分類した。 → 図）危機の進行度（P.21） 

 

第一の段階は、自殺のきっかけとなる最初の危機要因が発生した段階 

第二の段階は、最初の危機要因から問題が連鎖を起こし始めた段階 

第三の段階は、危機要因の連鎖が複合的に起こり事態が深刻化した段階 

 

第一の段階に該当するのは、危機複合度が 1 点台の「事業不振」「職場環境の変化」「過労」であ

る。ここでは危機要因がまだ複合化されていないので、対策も比較的シンプルなもので済む。要因

にターゲットを絞って集中的に対策を講じることで、この段階で危機の芽を摘むことが重要となる。 

 

第二の段階に該当するのは、危機複合度が 2点台の「身体疾患」「職場の人間関係」「失業」「負債」。

ここでは、最初の危機要因から問題が連鎖して、問題が複合化し始めている。対策においては、危

機の連鎖を食い止めながら、多分野の専門家が連携して問題解決にあたることが重要となる。 

 

第三の段階に該当するのは、危機複合度が 3 点台の「家族の不和」「生活苦」「うつ病」だ。ここ

では、危機要因が複合化して問題が深刻化の度合いを強めている。当事者だけで問題を抱え込み、

自殺のリスクが高まっている可能性があるため、表面化している問題に対しての危機介入的な対策

を講じつつ、それと平行して、その背景にある危機要因に対しての重層的な対策が重要となる。 

 

 



～危機複合度を基準にして～
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⑧危機要因それぞれに「個別の危険性」が潜んでいる 

今回の調査を通して、自殺の危機要因それぞれに「個別の危険性」が潜んでいることも分か

ってきた。危機要因の中には、それが元となって複数の危機要因を引き起こす（連鎖・拡散さ

せる）危険性の高いものや、他の危機要因を抱えているときに合併症的に問題として発生しや

すいものがあることなどが、データから見えてきたのだ。 

 

図表）危機要因の出入り(P.23) は、縦の列を見ることで「その危機要因がどういった危機要

因から連鎖して起きているのか（from）」が、また横の列を見ることで「その危機要因からどう

いった危機要因が連鎖して起きているのか（to）」が、分かるようになっている。 

例えば、「うつ病」を縦列で見ると、実に様々な問題から連鎖してうつ病が引き起こされてい

ることが分かる。あるいは、「事業不振」や「生活苦」「負債」の交差点を見ると、それらが相

互に連鎖し合って起きていることなどが分かる。 

 

また 図）危機拡散度(P.24～29) は、自殺の 10 大要因に限って、それぞれについての特性お

よび関連性を図にしたものである。 

円グラフの中を見ると、その危機要因がどんな危機要因（10 大要因に限定）によって引き起

こされているのかが分かる。（「％」のみ記されている色の薄い部分は、その危機要因が「問題

の出発点」になっている割合を示している。） 

例えば、「職場環境の変化」や「事業不振」はそれ自体が出発点となることが多く、「うつ病」

や「生活苦」は他の危機要因によって連鎖的に引き起こされていることが見て取れる。（ただし

「家族の不和」に関しては、必ずしもそれが出発点となっているということではない。他の危

機要因を抱えているときに新たな問題として合併症的に発生している割合が高く、危機複合度

はむしろ高い。） 

さらに、円グラフから伸びている矢印を見ていけば、その危機要因からどういった要因にど

れくらいの強度で連鎖が起きているのかも分かる。（矢印が太く円が大きいほど、連鎖の強度が

高いことを示す。） 

 

図）危機拡散度 は、危機複合度の低い順に並べてある。順を追っていくにしたがって自殺へ

の危機連鎖度は高くなり、色の薄い部分が小さくなっていっている。 

 

 

自殺対策に取り組む際は、対策の対象となる危機要因の特性をよく知ることが重要である。

ある危機要因がどういった連鎖を生みやすいのか、どういった連鎖によって生じやすいのかを

理解し、その上で、どういった専門家がどういった連携の下で対策に取り組んでいくべきかを

検討し、実践に移していく必要がある。 
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図）危機拡散度 
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「自殺の危機経路」に関する考察  

精神科医  島 悟 

 

今回の調査分析結果により、自殺に関わる諸要因のインパクトの強弱およびそれらの加

重性、そして自殺に至る主要な危機経路が明らかになった。具体的で効果的な自殺対策を

検討する上で非常に示唆に富む結果であると考えられる。 

 

自殺には多要因が関係することは従前より指摘されているところである。多要因である

が故に多様な取り組みが求められてきたのである。しかしこの種々の要因はバラバラに存

在するのではなく、相互に関連性を有している場合が少なくない。つまりある要因が他の

要因を招くという負の連鎖がみられるのである。したがって、自殺対策はバラバラに行う

のではなく、「連携」を越えて、可及的に「連動」しながら行う必要性のあることが示唆さ

れていると考えられる。 

 

それだけでなく、多重債務の例のように、負の連鎖が続いていくにつれて、雪だるま式

に負の要因の勢いが増していくようにみえる。そして、一旦悪循環に入ると、蟻地獄のよ

うな状態になり、その循環から自律的に抜け出していくのは困難な場合が少なくない。こ

の白書でいうところの「危機複合度」の第二段階から第三段階に入っていくことになる。

種々の要因が加重し、最終的にはうつ病などの心の病に至る場合が多い。そして、心の病

になった方の一部が自殺を企図し、不幸にも自殺を既遂することになるのである。うつ病

では危機複合度が 3.9 という結果が得られているが、自殺に至る要因の加重性を示してい

ると同時に、うつ病は、自殺に非常に近い位置にいることを示している。 

 

また要因によって他の要因を惹起する波及効果の程度が異なり、「事業不振」、「失業」と

いった業務関連要因と身体疾患の二つが、波及効果が特に高いことが示されている。つま

り自殺対策においては対象とする要因を重点化し、対策において、適切に濃淡をつけるこ

との必要性が示唆されているのである。 

 

では、どういう対策が求められるのであろうか。 

 

最終段階に近づいた状態であるうつ病などの心の病への対策は当然ながら必須である。

軽症のうつ病は一般医が診ることが多いため、一般医へのうつ病などの心の病の診断と治

療に関する教育が非常に重要である。また最後の砦とも言える精神医療の一層の充実化は

最重要課題の一つであろう。昨今話題となっている「医療崩壊」の現場において、疲弊し

た医療関係者の置かれた現状を改善しないと、効果的な医療を期待することは困難である。

早急に対策を講じる必要があろう。 
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さらに留意すべきこととして、うつ病においては危機複合度が高いことから、薬物療法

や精神療法（心理療法・カウンセリング）をはじめとする精神科治療に加えて、加重して

いる要因に対する現実的な対応も必要であるということである。家庭環境や職場環境など

への対応、経済的支援、多重債務などへの支援、身体疾患への適切な治療、就労支援・復

職支援など多面的で多次元的な対策を行うことが必要であり、同時に多様な社会資源の活

用が求められるのである。このためには精神科医などの医師、保健師・看護師、カウンセ

ラーとともに、精神保健福祉士（PSW）などによるケースワーク活動が非常に重要であると

考えられる。 

 

うつ病などの心の病への適切な医療体制の確保は必要であることは論を待たないが、よ

り早期の段階における医療以外の対策も同などに重要であると考えられる。何事も早期で

あるほどに効果的な対策が打てると考えられるし、時間的余裕もあろう。最終段階に近づ

けば近づくほど、余裕がなくなり、個別的対策を十分に検討する時間がなくなる。また早

期対応は、より少ない費用で、より多くの効果が期待し得ることからも、早期の対策を充

実化することが求められている。 

 

なお、ここでは「うつ病などの心の病」という表現をしたが、周知のように、自殺に関

連した心の病はうつ病だけではないことに留意が必要である。うつ病以外の統合失調症、

アルコール依存症、パーソナリティ障害、不安障害などの心の病についても十分な対策が

求められているのである。 

 

繰り返しであるが、最終局面に近づくにつれて打開策の選択の余地は小さくなり、同時

に効果が限定的になる傾向がある。より上流の地点での対策の強化が求められるとともに、

多様な社会的資源の最大限の有効活用が望まれるところである。換言すれば、自殺といっ

た最終段階に至る前に、何段階もの介入（対策）の機会があり、ミサイル防衛システムの

ように、事前の対策が幾重にも可能であるということである。 

 

一旦、悪循環に入った場合には、その循環から脱却するには相当のエネルギーを要する

ため、周囲の強力な支援が必要不可欠となり、専門家による支援も必要となる。こうした

専門家には、精神医療関係者のみならず、経済的問題、法的問題も含む様々な領域の専門

家が必要である。今回明らかにされた危機経路において、適切に網をかけておけば、更に

事態が進展していくことを防ぐ可能性が生まれるであろう。従前の自殺対策に加えて、今

回明らかにされた自殺関連要因と危機経路を参考にして、より効果的な対策を、システマ

テックに展開することが望まれる。つまり包括的で系統的な社会システム（医療体制を含

む）の整備が求められていると考えられる。 
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自殺で亡くなった人たち 

の軌跡 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

◇  ◇  ◇  



35

 

男性 218 人中 

未遂歴あり  53 人(24%) 

    なし 143 人(66%) 

    不明  22 人(10%) 

女性   87 人中 

未遂歴あり  39 人(45%)  

    なし  38 人(44%) 

    不明  10 人(11%) 

全体

 

男性 

 

女性 

 自殺未遂歴の有無  

全体 305 人 

未遂歴あり  92 人(30%) 

     なし 181 人(60%) 

     不明  32 人(10%) 

あり
 30%

なし
 60%

不明
 10%

あり
45%

なし
44%

不明
 11%あり

24%

なし
66%

不明
10%



 

 

 

自殺で亡くなった人たちも 

実は生きたかったのではないか 

 

そう思わずにはいられない 

事実があります 
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 援助希求の実態  

 
 
 
 
 
 

相談機関に行っていた人は 72％にのぼる 

 

 

相談先の内訳は 

 

全体 305 人から不明（23 人）を除いた 282 人のうち 
相談機関に行っていた         202 人（72％） 
どこにも相談に行っていなかった     80 人（28％） 



相談 に行っていた 202 人 

「最後の相談」の時期は 
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機関



相談機関に行っていた 202 人のうち 

自殺で亡くなるまでの 

「ひと月以内に行っていた人」は 62％ 

 

 

相談先の内訳は以下の通り（126 人中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談先の内訳は（126 人中） 
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